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提案理由 

政府及び国会に対し、衆院比例定数の８０削減を中止し、政党助成金を廃止

するよう、強く要望する。 

これが、本案を提出する理由である。 



衆院比例定数の削減に反対、政党助成金の廃止を求める意見書 

 

消費税大増税を国民に受け入れさせるためのてことして、政府が、政治家も

「みずから身を切る」「無駄を削る」などと称して、衆院比例定数の８０削減

をごり押ししていることは、極めて重大である。 

言うまでもなく、国会の議席は議員の私物ではなく、国会議員は、主権者で

ある国民がその意思を国政に反映させるために権限を託した代表者である。国

民が国政に参加するための重要なパイプ役を果たすべきこの国会議員を削減す

ることは、したがって、国民の声を国会から遠ざけることにほかならない。こ

れは国民主権の根本にかかわる大問題である。 

にもかかわらず、この国会議席のために要する経費を、時の政府があたかも

「無駄遣い」呼ばわりして、その削減を増税推進の環境づくりに利用しような

どということは、国民を何重にも愚弄するものであり、断じて許されるもので

はない。 

しかもさらに重大なことは、その定数削減を、現行のゆがんだ選挙制度のも

とで辛うじて民意反映の役割を果たしている、比例代表部分で行おうとしてい

ることである。小選挙区制の導入以来、民意と国会議席との著しい乖離が進み、

その是正は今や国政上の急務となっている。それを放置するのみか、比例定数

をさらに削減することになれば、多様な民意、尐数意見を国政に反映する機能

は極端に損なわれ、比較第一党や第二党が虚構の絶対多数を握って、国民の願

いとかけ離れた暴政をしくことも可能となる。民主政治の土台を揺るがす、こ

んな事態を絶対に招いてはならない。 

議員定数の８０削減による歳出削減額は５６億円である。「無駄を削る」と

いうのなら、国民１人当たり２５０円、総額３２０億円の税金を共産党以外の

政党が問答無用で山分けしている、憲法違反の政党助成金をこそ廃止すべきで

ある。「そのほうが理にかなっている」とマスコミも報じている。みずからの

党運営の経費を国民の血税に依存している政党・政治家は、その不正常な現状

の打破にこそ最優先で取り組むべきである。 

よって、政府及び国会に対し、衆院比例定数の８０削減を中止し、政党助成

金を廃止するよう、強く要望する。 



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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